
令和８年度米沢市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 【市】 

申 込 方 法 
 これから合併処理浄化槽を設置する人に補助金を交付いたします。次の事項に留意して 

お申し込みください。 

 

１ 補助対象区域  ① 米沢市公共下水道事業計画区域以外の区域 

② 農業集落排水事業実施区域以外の区域 

③ 公共下水道事業計画区域内において市長が特に必要と認める区域 

 

２ 申 込 要 件  ① 住宅（専用住宅及び併用住宅）に合併処理浄化槽（５～10 人槽）

を設置する人 

※既に市内において持ち家で合併処理浄化槽をお使いの人は、 

お申し込みできません。 

※地域集会施設に合併処理浄化槽（５～10 人槽）を設置する場合

は、お申し込みできます。 

② 米沢市内に住所を有し、かつ居住している人 

※設置後速やかに米沢市への住民票（住所）の異動を行う人もお

申し込みできます。 

※設置後速やかに当該住宅に居住し住民票（住所）の異動を行う

人。 

③ 固定資産税、都市計画税、市町村民税、都道府県民税及び国民健

康保険税、軽自動車税に滞納がない人 

④ 事業実績報告書を令和９年２月２６日（金）まで提出できる人 

⑤ 適正な維持管理（浄化槽法第１０条に基づく保守点検及び清掃の

実施）を行い、浄化槽法第７条及び第１１条に規定する法定検査を

受検する人 

※詳細は下水道課工事担当にお問い合わせください。 

 

３ 申 込 方 法  ① 下水道課に備付けの申込書（市ホームページにも掲載）に必要事

項を記入押印のうえ、下水道課工事担当にお申し込みください。 

            ※浄化槽設置場所の地図を添付してください。 

② 申込書受理後、補助金交付申請書を別途提出してください。 

 

４ 受 付 期 間  ① 申込書：令和８年４月１日（水）～令和９年２月１９日（金） 

② 補助金交付申請書の提出期限：令和９年２月１９日（金） 

 

 

【 裏面に続く 】 



 

５ 補助金の額  ４１４,０００円（上限） 

汲み取り便槽または単独処理浄化槽をお使いの人で、既設住宅の改

良により合併処理浄化槽に切り替える場合は、配管工事分として上限

330,000円が追加で申請できます。 

         ※①新築・改築（建替え・増築・間取り変更等）による設置は対象外。 

          ②改築のうち増築にあっては、増築した部分のみで独立した住宅機能

を有する場合は対象となりません。 

 

６ 補助対象者枠  補助は、予算に達した場合、終了となりますので御了承ください。 

７ 全体の流れ    浄化槽設置の届出（補助金申請の有無に関わらず） 

 申込 →  補助金交付申請書提出（令和９年２月１９日（金）まで） 

→ 市が書類を審査→ 交付決定通知→  工事着工 →  工事完了  

→                          

→ 市が書類を審査→ 完成検査 

→ 確定通知→ 補助金の振込（１１月下旬以降） 

  ※ 書類の提出期限を過ぎた場合は、辞退とします（補欠申込されている人に権利を譲

渡されます）。 

トラブル防止のために、工事業者と確実な工期の確認を行ってく

ださい。 

８ 注 意 点  以下の場合は、補助金が交付されませんので十分に注意してください。 

① 交付決定通知前に浄化槽工事を着工した場合 

② 浄化槽工事が完了しても、市が定めた施工要領（基準）を満たし

ていない場合、または交付要件を満たしていない場合 

③ 工事写真等の提出書類に不備がある場合 

④ 法令等に違反した場合 

９ そ の 他  補助対象の浄化槽は、全国合併処理浄化槽普及促進協議会に登録して

ある国庫補助指針適合のものに限ります。申込は「１物件で１申込」、「１

同居家族で１申込」で、補助金申請の権利を譲渡することはできません。 

10 問 合 先  米沢市 上下水道部 下水道課 工事担当 

          〒992-0012 山形県米沢市金池五丁目１番 23号 

☎0238-22-4511㈹ Fax0238-23-6177 

工事完了（実績）報告書提出（工事完了後１か月以内

または令和９年２月２６日（金）のいずれか早い日） 


